


歳入の状況

歳出の状況

特集

平
成
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決
算
報
告

一般会計決算の概要
　

平
成
28
年
度
の
一
般
会
計
、
特
別

会
計
、
病
院
事
業
会
計
の
決
算
が
ま

と
ま
り
、
平
成
29
年
第
４
回
議
会
定

例
会
（
平
成
29
年
12
月
15
日
開
催
）

で
認
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。　 平成28年度の一般会計の決算は、歳入決算額が42億2478万1千円、

歳出決算額が41億4278万7千円となり、歳入から歳出を差し引いた収
支は8199万4千円の黒字となり、平成29年度会計へ繰り越しました。
　これを前年度と比較すると歳入決算額は6億700万円ほどの減（12.6％
の減）、歳出決算額は6億600万円ほどの減（12.8％の減）となりました。
※なお、今回の決算報告は地方財政状況調査などを基に作成しております。

27年度・28年度との比較
区　分 28年度決算 27年度決算 比較増減率
町 税 194,748 164,879 18.1%
使用料及
び手数料 184,853 121,924 51.6%

諸 収 入 87,105 59,849 45.5%
繰 越 金 83,150 118,729 △ 30.0%
分担金及
び負担金 34,836 36,505 △ 4.6%

そ の 他 79,256 58,929 34.5%
地 方
交 付 税 2,421,258 2,446,759 △ 1.0%

町 債 692,508 1,129,108 △ 38.7%
地 方
譲 与 税 74,360 76,509 △ 2.8%

道支出金 204,911 368,854 △ 44.4%
国 庫 支
出 金 123,756 201,522 △ 38.6%

自 動 車
取 得 税
交 付 金

12,925 11,856 9.0%

地方消費
税交付金 29,612 33,995 △ 12.9%

そ の 他 1,503 2,170 △ 30.7%
合 計 4,224,781 4,831,588 △ 12.6%
自主財源 663,948 560,815 18.4%
依存財源 3,560,833 4,270,773 △ 16.6%

27年度・28年度との比較
区　分 28年度決算 27年度決算 比較増減率
公 債 費 431,091 418,659 3.0%
総 務 費 896,959 784,900 14.3%
衛 生 費 617,941 650,017 △ 4.9%
農 林
水 産 費 504,511 443,458 13.8%

民 生 費 380,240 1,113,565 △ 65.9%
教 育 費 509,856 429,956 18.6%
土 木 費 417,191 542,442 △ 23.1%
消 防 費 143,529 141,915 1.1%
商 工 ・
労 働 費 175,020 163,726 6.9%

議 会 費 56,686 58,000 △ 2.3%
災 害
復 旧 費 9,763 1,800 442.4%

合 計 4,142,787 4,748,438 △ 12.8%
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歳入合計
42億

2478万1千円

歳出合計
41億

4278万7千円

地方交付税
2,421,258
（57.3％）

依存財源
3,560,833
（84.3％）

自主財源　
663,948
　（15.7％）

町債
692,508
（16.4％）

国庫支出金
123,756
（2.9％）

その他
79,256
（1.9％）

分担金及び負担金
34,836
（0.8％）

繰越金
83,150（2.0％）

諸収入
87,105（2.0％）

町税
194,748
（4.6％）

使用料及び手数料
184,853（4.4％）

地方消費税交付金
29,612（0.7％）

自動車取得税交付金
12,925（0.3％）

その他
1,503
（0.1％）

道支出金
204,911
　（4.8％）

地方譲与税
74,360
（1.8％）

公債費
431,091
（10.4％）

総務費
896,959
（21.6％）

衛生費
617,941
（14.9％）

農林水産費
504,511
（12.2％）

教育費
509,856
（12.3％）

民生費
380,240
（9.2％）

土木費
417,191
（10.1％）

消防費
143,529
（3.5％）

商工・労働費
175,020（4.2％）

議会費
56,686（1.4％）

（単位：千円）

（単位：千円）

単位（決算）：千円
比較増減率％〔 〕

単位（決算）：千円
比較増減率％〔 〕

災害復旧費
9,763（0.2％）



平成28年度決算報告

幌加内町の財政状況を家庭の家計に例えてみると

　幌加内町の一般会計と家庭の家計では、金額やお金の使い方に大きな違いがあるため、単純に比較すること
は出来ませんが、決算を身近なものにしていただくため、主な職業別、項目別に例えて、平成28年度の一般
会計決算を実際の千分の一に置き換えた、年間収入を422万円、年間支出を414万円として表してみました。

収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【単位：万円】

農　　家 商　　店 サラリーマン H28 H27 町の決算【科目名】

① 農産物販売代金 商品販売代金 給料【基本給】 28 28 ・町税　・繰越金

② 交付金等 グループ企業支援金 給与【各種手当】 288 314
・譲与税　・交付税　・交付金
・国庫支出金　・寄付金
・道支出金

③ 農地賃貸料 建物土地賃貸料 家賃収入 32 24
・分担金負担金
・使用料、手数料
・財産収入　・諸収入

④ 借入金 借入金 借金 69 113 ・町債

⑤ 貯金の引き出し 貯金の引き出し 貯金の引き出し 5 4 ・繰入金

合　　　　計 422 483

支　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【単位：万円】

農　　家 商　　店 サラリーマン H28 H27 町の決算【科目名】

① 雇人費 雇人費 食費 64 54 ・人件費

② 肥料代・農具代
農薬代

仕入代
電気・水道料

電気・水道料等
日常生活費 75 61 ・物件費

③ 医療費
保育費

医療費
保育費

医療費
保育費 11 11 ・扶助費

④ 制度資金
返済金

制度資金
返済金 借金返済金 43 42 ・公債費

⑤ トラクター修繕費 店舗・車修繕料 家・車の修理代 20 20 ・維持補修費　・災害復旧費

⑥ 土地改良区賦課金
共済費 商工会負担金 町内会費

お祝い金等 75 83 ・補助費　・負担金

⑦ 子供への仕送り 子供への仕送り 子供への仕送り 18 19 ・操出金

⑧ 土地
トラクター購入費

店舗増改築
車購入費

家の増改築
車購入費等 81 147 ・建設事業費

⑨ 貯金
農協出資金

貯金
投資

貯金
投資 27 38 ・積立金　・貸付金

合　　　　計 414 475

ほろみんが教える家計の特徴
　今年の収入は昨年と比べて60万円ほど減少してしまい、主な要因は、昨年は大きな仕事（建物の建設）が多く、
②の交付金等が多く入ったためです。その結果、今年は昨年より少ない収入でやりくりをしていくこととなりました。
　支出についても、「人件費のベースアップに伴う①の雇人費の増大」や「物価上昇により、②の肥料代等の仕入
れ代の上昇」が見られました。しかしながら借金の返済にも余裕が見られたため、相対してみると414万円の支出に
抑えることができました。

　その結果、今年も収入収支ともバランスのとれた家計となり、収入から支出を差し引くと８万円の黒字となり、翌年の生活のために繰り越す
ことができました。
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各種グラフで見る！幌加内町の財政状況推移

特集

　皆さんが興味のある地方交付税や町債（町の借金）、基金（町の貯金）のこの10年の推移をグラフで見てみ
ましょう。

地方交付税の推移
　幌加内町の一般会計歳入総額の57％（平成28年度）を
占める「地方交付税」は、自主財源の確保が難しい本町の
最も貴重な財源であり、財政の「要」といえます。
　地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調製し、
どこの地域に住む住民にも標準的な行政サービスを提供で
きるよう財源を保障し、国税５税（所得税、法人税、酒税、
消費税、たばこ税）の一定割合の額を国が地方公共団体に
対して交付するもので、平成24 ～ 26年度までは、「地域
経済・雇用対策費」を設けている影響による増減となります。
　また、町民一人あたりに換算すると（平成28年末人口
1,553人）約156万円が交付されている計算になります。

町債（町の借金）の推移

　社会資本の整備や大型の公共事業等を実施する場合、起
債という長期にわたって返済を行なう借入金を活用し、資
金調達を行います。
　平成28年度の町債の残高は、約47.8億円で、ここ10年
では約5.9億円の減少となりましたが、27年度からの増加
理由は町立幌加内診療所の建設に伴うためのものです。
　今後も町債発行の抑制や効率的な起債償還につとめ財政
の健全化を図ります。
　また、町民一人あたりに換算すると（平成28年末人口
1,553人）約308万円の借金があるという計算になります。

基金（町の貯金）の推移
　基金（町の貯金）は、財源が不足する年度に年度間の不
足補う「財政調整基金」と町債（まちの借金）の償還財源
を確保し借金の返済に充てる「減債基金」、また、使用目
的が決まっている「特定目的基金」があります。
　この10年間では行財政改革の取り組みにより、基金
（町の貯金）が年々増えつつあります。　
　また、町民一人あたりに換算すると（平成28年末人口
1,553人）総額で約308万円の貯金がある計算になりま
す。

平成19年度
（千円）

平成20年度
（千円）

平成21年度
（千円）

平成22年度
（千円）

平成23年度
（千円）

平成24年度
（千円）

平成25年度
（千円）

平成26年度
（千円）

平成27年度
（千円）

平成28年度
（千円）

財 政 調 整 基 金 526,967 528,879 532,364 864,058 870,007 971,143 1,117,187 1,271,319 1,614,115 1,845,559

減 債 基 金 910,596 993,924 879,970 884,570 888,164 991,418 993,368 993,150 992,868 992,275

その他特定目的基金 1,326,429 1,321,394 1,317,251 1,377,678 1,592,026 1,794,815 1,984,268 1,962,320 1,957,108 1,942,079

積立金現在高（合計） 2,763,992 2,844,197 2,729,585 3,126,306 3,350,197 3,757,376 4,094,823 4,226,789 4,564,091 4,779,913
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平成19年度時より約5.9億円減少

貯金は増加傾向です。
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特別会計・企業会計決算報告

平成28年度決算報告

　町には普通会計のほかに特別会計と公営企業会計があり、どの会計も私たちの暮らしを支えるのに役立っています。
　近年は普通会計だけでなく、特別会計や企業会計の財政の健全度が非常に重要視されています。

特別会計の決算状況
○特別会計とは特定の事業のために一般会計とは別に保険料や使用料など特定の収入により運営する会計で
す。本町の特別会計につきましては赤字になるものはありませんでした。

公営企業会計の決算状況
○企業会計とは民間企業のように事業収益により運営するものです。
本町では、町立病院の運営がこれにあたり、28年度の病院事業　
会計は【赤字決算】となりました。

疾病や負傷などをした場合に必要な給付を行う医療保険

歳入：２億4333万 8千円
（前年比10.2％減）

歳出：２億3808万円
（前年比11.9％減）

歳入―歳出 525万７千円
　歳入と歳出の差引残高は525万7千円となり、
全額平成29年度会計へ繰越しました。

原則75歳以上が加入する後期高齢者医療制度による各種給付

歳入：3036万６千円
（前年比14.8％増）

歳出：3010万８千円
（前年比14.9％増）

歳入―歳出 25万８千円
　歳入と歳出の差引残高は25万8千円となり、全
額平成29年度会計へ繰越しました。

後期高齢者医療特別会計

要介護認定業務や各種介護保険サービスの給付

歳入：１億6872万５千円
（前年比10.2％減）

歳出：１億5659万 6千円
（前年比12.4％減）

歳入―歳出 1212万９千円
　歳入と歳出の差引残高は1212万９千円とな
り、全額を平成29年度会計へ繰越しました。

介護保険特別会計

各種学校に入学する方に対しての資金貸与・支給

歳入：293万 7千円
（前年比8.2％増）

歳出：293万 7千円
（前年比8.2％増）

奨学資金特別会計

町内各地区への飲料水の供給

歳入：7387万 6千円
（前年比12.3％の増）

歳出：7387万 6千円
（前年比12.3％の増）

簡易水道事業特別会
計

家庭などから出た汚水の処理や浄化

歳入：6797万９千円
（前年比4.0％の減）

歳出：6797万９千円
（前年比4.0％の減）

下水道事業特別会計

収益的収入：２億6545万５千円
（前年比50.5％の減）

収益的支出：２億6253万７千円
（前年比50.7％の減）

収入―支出 291万８千円

病院会計（収益収支
）

　収益的収入と収益的支出の差引きは291万8千
円の純利益となります。なお町立診療所の移行
に伴い、平成28年度を持って病院事業会計を閉
鎖いたします。

国民健康保険特別会
計
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平成 30年  幌加内町成人式
　
１
月
７
日
（
日
）
に
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
で
二
十
歳
を
迎
え
る
13
名
を
対
象

に
平
成
30
年
幌
加
内
町
成
人
式
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
、
10
名
が
出
席
。
式
典
で

は
、
小
川
町
議
会
議
長
よ
り
こ
と
わ

ざ
「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
（
に
ん
げ
ん

ば
ん
じ　
さ
い
お
う
が
う
ま
）」
か
ら
、

人
生
に
お
け
る
幸
不
幸
は
予
想
し
が
た

く
、幸
せ
が
不
幸
に
、不
幸
が
幸
せ
に
、

常
に
変
転
し
て
い
る
の
で
、
考
え
次
第

で
良
く
も
悪
く
も
な
り
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
良
い
と
き
に
喜
ぶ
だ
け
で
、
悪

い
と
き
へ
の
備
え
を
怠
っ
た
り
、
逆
に

悪
い
と
き
に
落
ち
込
む
だ
け
で
、
逆
転

の
チ
ャ
ン
ス
を
見
失
う
こ
と
は
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
教
訓
を
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
新
成
人
代
表
で
、
加
藤
杏
佳

さ
ん
が
「
自
ら
の
可
能
性
を
信
じ
、
決

し
て
夢
を
諦
め
る
こ
と
な
く
、
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
き
た
い
」
と
誓
い
の
言
葉

を
述
べ
て
い
ま
し
た
。

新成人代表　加藤　杏佳さん

西村　光大さん

最年少そば 5段位
＆そば打ち名人！

山本　大門さん

無事就職！
藤原　秀太さん

救急救命士！

相澤　智佳さん

航空業界に就職！
𠮷田　琴菜さん

看護師！

坂本　翔汰さん

税理士！
渋梨子雄也さん

自分にしかできな
い仕事を！

田丸　　睦さん

柔道整復師として医
療にたずさわりたい！

加藤　杏佳さん

和食職人！
伊瀬谷萌香さん

人の役に立てるこ
とを！

みんなの

夢は？
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町功労章受章

産業貢献章受章

幌
加
内
町
功
労
者
・
産
業
貢
献
者
表
彰

　
幌
加
内
町
功
労
者
・
産
業
貢
献
者
表
彰
式
が
1
月
19
日
（
金
）
に
町
民
研
修
セ
ン
タ
ー
「
住
民
研
修
室
」
で

挙
行
さ
れ
、
町
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
功
労
者
５
名
、
産
業
貢
献
者
１
名
の
表
彰
を
お
祝
い
し
ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
表
彰
さ
れ
た
皆
様
を
ご
紹
介
し
ま
す
。（
順
不
同
）

川嶋　哲夫さん
（幌加内）

能代　義秀さん
（幌加内）

杉山　　守さん
（幌加内）

宮川　恵秀さん
（幌加内）

杉山八重子さん
（幌加内）

佐藤　誠悦さん
（下幌加内）

　町商工会理事
（26 年間）、町商
工 会 監 事（5 年
11 ヶ月間）や町
体育指導員（4年
間）を歴任され、
町勢の発展に大き
く寄与されまし
た。

　町中小企業補償融
資審議会委員（17
年11ヶ月間）、町商
工会理事（計20年
11ヶ月間）、町商工
会副会長（2年11ヶ
月間）など歴任され、
町勢の発展に大きく
寄与されました。

　町体育指導員
（20 年間）、町社
会教育委員（5年
3ヶ月間）や町交
通安全指導員（4
年 8 ヶ月間）な
どを歴任され、町
勢の発展に大きく
寄与されました。

　民生委員（14 年
7 ヶ月間）、町住宅
入居者選考委員会委
員（7 年 7 ヶ月間）
や町選挙管理委員補
充員（4年2ヶ月間）
などを歴任され、町
勢の発展に大きく寄
与されました。

　民生委員（12
年間）、町女性団
体連絡協議会会長
（計 8 年間）、町
営住宅入居者選考
委員会委員（6年
間）などを歴任さ
れ、町勢の発展に
大きく寄与されま
した。

　永年にわたり農
業に従事され、近
年はそばを生産
し、その農業経営
を通じて本町の産
業に多大な貢献を
されました。
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消防出初式

全道大会３位の快挙
　　　　幌中女子剣道部

　12月 4日（月）幌加内交流プラザ 2階に
て朱鞠内湖淡水漁業協同組合主催、幌加内町・
朱鞠内湖観光推進協議会共催による「自然と
共生する町」をテーマにしたシンポジウムに
て 3名の講演が行われました。
　本シンポジウムは朱鞠内湖の流入河川にお
けるイトウの産卵河床の調査結果やイトウの
存在がもたらしている地域への影響や可能性
の理解を深めることを目的として開催。朱鞠
内湖に生息する幻といわれる天然のイトウの
利用と保全について、釣りがもたらすイトウ
の経済価値について、朱鞠内湖と関わりが深
い北海道大学研究林のこれからの活用法につ
いての講演がありました。
　当日の参加者は 40名ほどで、参加者から
は「釣り客がもたらす地域での消費額の発表
など大変興味深く参考になった」と話してい
ました。

イトウシンポジウムを
　　　　　　　　　開催

　1月 8日（月）、消防庁舎前で、今年一年の安全祈
願と消防活動に対する士気高揚のため、新春恒例の消
防出初式が開催されました。
　式典では、町長より「昨年の本町の火災発生はなく、
本日で無火災 594 日を迎えますが、今年は気持ちを
新たにし、更に、無火災日を積み重ねていくために、
団員・職員の皆様方には、より一層、火災予消防の啓
発運動に努めていただきますようお願いをするところ
であります。」とあいさつがありました。
　その後、観閲や分団行進が行われ、場所を町民セン
ター大講堂に移し、消防活動に御尽力された右記の方
に表彰状が
授与されま
した。

　１月８日に千歳市で『北海道中学校新人剣道大会』が開
催され、女子団体で全道３位に入賞しました。
　昨年の 10月に旭川市で開催された上川管内大会で上川
代表となった幌加内中学校女子剣道部は、本大会予選リー
グを勝ち上がり決勝トーナメントへ進出。決勝トーナメン
ト 1回戦では、一昨年の優勝校で札幌市代表の平岡緑中
学校との試合を制し、準決勝で上川代表の旭川市立啓北中
学校に１勝差で惜敗、剣道部創設後、平成 27年に２位に
入賞して以来、３年ぶり２度目の快挙となりました。
　大会を振り返り、主将の森﨑真結子さん（２年）は「昨
年はこの大会で予選リーグを敗退しました。その悔しさを
胸にこの１年頑張ってきました。過去の先輩の良い成績が
ある中プレッシャーもありましたが、チームメイト各々が
やらなきゃいけないという気持ちが結果に出てうれしいで
す。」と熱い思いを報告しました。

【幌加内町長】
優良分団（竿頭綬）29年無火災

【深川地区消防組合管理者】
優良消防職団員表彰（優良章）
優良消防団表彰（竿頭綬）
勤続20年以上消防団員配偶者表彰
勤続50年
勤続30年
勤続20年
　　　　

【北海道消防協会長】
功績章
勤続30年　
勤続20年　
　　　　　
　 　　　　

【北海道消防協会空知地方支部長】
功績章（35年）　
　　　　　　　　
勤続25年　
勤続15年　
勤続5年　

【幌加内消防団長】
優良消防職団員表彰（優良章）　
感謝状（15年以上勤続団員配偶者）　
感謝状（一定の協力がある事業所等）　

【幌加内町消防団後援会長】
勤続30年　
勤続20年　
　　　　　

●幌加内中学校
　女子剣道部
　の選手
森﨑真結子
（中２）

楠木　貴子
（中１）

中村　星花
（中１）

幌加内消防団第1分団
幌加内消防団第2分団

部長　矢箆原　政勝
幌加内消防団
松本　千代美
団長　髙山　友樹
副分団長　長崎　孝一
団員　松本　定幸
団員　谷川　優

分団長　寺崎　嘉男
副分団長　長崎　孝一
団員　松本　定幸
団員　谷川　優
消防司令補　野原　恵一

消防司令　水谷　修一
消防司令補　横川　正明
部長　矢箆原　政勝
団員　井内　克樹
団員　関口　豪

団員　関口　豪
井内　典子
三津橋建設株式会社

副分団長　長崎　孝一
団員　松本　定幸
団員　谷川　優
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児童・生徒　書き初め大会
　1月10日（水）、町生涯学習センターにおいて、恒例の小中
学生書き初め大会が開催され、児童 36 名が参加しました。
　習字の指導は竹村先生。
　先生から「1画 1画の終わり方にはそれぞれ種類があり、
「止め」「はらい」「はね」など一文字ずつ丁寧に書きましょう」
と指導を受けた児童達は「ゆめ」や「温故知新」など学年ご
とに用意された字を真剣な眼差しで、書き初め用紙に向かい、
のびのび筆を走らせました。
　書き初め大会の各部門の入賞者は以下のとおりです。

幌加内町が「ふるさと名物応援宣言」をしました！
　平成 29年 12 月 22 日（金）、中小企業地域資源活
用促進法に基づく、「ふるさと名物応援宣言」を行い
ました。
　幌加内町では、「作付面積・生産量・品質日本一！
幌加内そばの加工品群」と題して、幌加内そばから生
み出されるバラエティ豊かな加工品群を町のふるさと
名物として宣言します。

○ふるさと名物応援宣言とは……？
　市町村が旗振り役となり、地域の実情に通じた様々
な関係者と連携しながら、地域資源を活用した商品・
サービス（群）を「ふるさと名物」として宣言、情報
発信を行うことで、「地域ブランド」の育成・強化を
図り、地域資源を核とした地域産業の付加価値を高め、
地域経済の好循環につなげる取り組みです。

　詳しくは、幌加内町公式ホームページ「ふるさと名
物宣言を行いました」をご確認ください。

小
学
校
低
学
年
の
部

　
最
優
秀
賞

　
優
秀
賞

小
学
校
中
学
年
の
部

　
最
優
秀
賞

　
優
秀
賞

　
佳　
　
作

小
学
校
高
学
年
の
部

　
最
優
秀
賞

　
佳　
　
作

　
佳　
　
作

中
学
生
の
部

　
最
優
秀
賞

　
優
秀
賞

　
優
秀
賞

　
佳　
　
作

　
佳　
　
作

　
佳　
　
作

　
佳　
　
作

　
佳　
　
作

森　
﨑　
優
美
子

相　
澤　
寧　
々

北　
村　
柚　
乃

北　
村　
菜　
桜

新　
江　
心　
和

菅　
原　
悠　
斗

古　
屋　
崚　
真

中　
村　
紅　
葉

林　
　
　
あ
い
か

前　
野　
由
香
里

古　
屋　
樹
里
奈

小　
原　
夢　
奈

竹　
村　
現　
了

柏　
原　
野　
乃

新　
江　
舞　
子

藤　
田　
芽　
依

9 2018.2



弾道ミサイルが
発射された場合の
情報伝達と取るべき行動

双葉保育園の入所募集

○Ｊアラートとは
　北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本
に飛来する場合、弾道ミサイルは極めて短時
間で日本に飛来することが予想されます。仮
に弾道ミサイルが日本に飛来する可能性があ
る場合は次の図のようにメッセージを配信し
ます。

○Ｊアラートによる情報伝達
　Ｊアラートでは以下の通りメッセージが伝達
されます。

　平成30年４月から、双葉保育園に入所を希望する園児を募
集いたします。
　新規で入所を希望される場合は保健福祉総合センター「ア
ルク」しあわせ福祉係で申請書を受け取り、必要事項を記入の
うえ、期日までに提出してください。
　また、現在双葉保育園に入所されている園児が、継続して入
所する場合にも申請書の提出が必要となりますので、忘れず
に提出してください。
　なお、保育の要件に該当しないと判断される場合は、入所
が認められないことがありますのでご了承ください。

【申込期限】
平成30年２月28日（水)まで

【申込場所】　
現在入所中で継続する場合・・・双葉保育園
新たに入所を希望する場合・・・保健福祉課しあわせ福祉係

【問合せ先】
保健福祉総合センター「アルク」　
保健福祉課しあわせ福祉係（電話３５-３０９０）

士別警察署かわら版
～サイバーセキュリティの向上～
○インターネットは自己防衛が基本○

　ネット犯罪の被害相談が増えています。
　サイバー空間では自己防衛が基本です。
　お使いのパソコンやスマホのセキュリティを
高めるとともに、もしも被害に遭った場合には
警察や関係機関へ速やかに相談しましょう。

■ストップ・ザ・交通事故■
　凍結路面等におけるスリップ事故や吹雪による視界不良を伴
う多重事故などの冬型事故が多発することが予想されます。
　冬道の運転には十分に気を付けましょう。

士別警察署　㈹0165－23－0110

11
月
５
日　
千
葉　
大
輔　
様
（
神
奈
川
県
）

11
月
６
日　
川
島　
武
久　
様
（
東
京
都
）

11
月
15
日　
田
中　
信
幸　
様
（
滋
賀
県
）

11
月
15
日　
増
子　
裕
子　
様
（
埼
玉
県
）

11
月
17
日　
相
馬　
　
勉　
様
（
北
海
道
）

11
月
17
日　
澤
瀬　
孝
範　
様
（
北
海
道
）

11
月
18
日　
高
橋　
初
美　
様
（
北
海
道
）

11
月
19
日　
大
和
田
勝
昌　
様
（
福
島
県
）

11
月
22
日　
横
山　
豊
範　
様
（
長
野
県
）

11
月
22
日　
佐
藤　
　
稔　
様
（
北
海
道
）

11
月
28
日　
榎
原
千
賀
子　
様
（
大
阪
府
）

11
月
28
日　
松
嶋　
　
泉　
様
（
愛
知
県
）

11
月
28
日　
朝
比
奈
義
紀　
様
（
愛
知
県
）

　
ご
厚
志
に
感
謝
し
ま
す

　◆
ふ
る
さ
と
納
税
◆

　
〜 

11
月
分
の
寄
付
申
出
状
況 

〜

　

11
月
分
の
申
出
状
況
は
《
２
５
８
件
》
あ
り
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
幌
加
内
町
の
力
に
な
り

励
み
に
な
り
ま
す
。

※
広
報
掲
載
希
望
者
の
み
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

平成29年4月～11月までの寄付
申し込み件数は《1,048件》です。

平成30年度
自衛官等募集案内

●自衛隊幹部候補生（一般）大卒程度試験
資格　平成31年4月1日現在
　　　日本国籍を有し、22歳以上26歳未満の者
　　　（20歳以上22歳未満の者は大卒（見込

み含））
受付期間　平成30年3月1日（木）～5月1日（火）
試験期日　1次試験：5月12日（土）・13日（日）
　　　　　（13日は飛行要員のみ）
試験会場　陸上自衛隊旭川駐屯地
　　　　　（旭川市春光町）

●自衛隊幹部候補生（一般）院卒者試験
資格　平成31年4月1日現在

日本国籍を有し、修士課程終了等（見込
み含）で20歳以上28歳未満の者

受付期間　平成30年3月1日（木）～5月1日（火）
試験期日　1次試験：5月12日（土）・13日（日）
　　　　　（13日は飛行要員のみ）　
試験会場　陸上自衛隊旭川駐屯地
　　　　　（旭川市春光町）

●お問い合わせ先
　自衛隊旭川地方協力本部　南地区隊（0166-
54-5617）又は、役場窓口まで
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　現在、幌加内町では町民の皆様が受診する際に、人間ドック料金を、幌加内町民向けに通常料
金より安価で受診出来る医療機関が２箇所あります。お申込みの際には、医療機関にその旨をお
伝えください。

医療機関名
１　旭川市「吉田病院」　　

住　　所／旭川市４条西４丁目 　　　電　　話／ 0166-23-0685　
通常料金／４１，０４０円　　幌加内町民料金　３６，７２０円（税込み）　
月曜日から土曜日まで受診できます。お申込みは、個人でお願いします。
その他に 4 月～１０月末までの間であれば、申込みの際に送迎希望をすれば、一人から送迎
をしてくれます。出発は７時３０分（役場前を予定）　帰りは１４時ないし１５時に幌加内ま
で送ってくれます。また、ＣＡ１２５- 卵巣がん又はＣＡ 19-9 すい臓がんの腫瘍マーカー検
査が選べます。（無料）

２　旭川市「旭川厚生病院」　　
住　　所／旭川市１条通 24 丁目 111 番地 3  電　　話／ 0166-33-7171　
通常料金／４３，２００円　　幌加内町民料金　３７，８００円（税込み）　
月曜日から土曜日まで受診できます。お申込みは、個人でお願いします。

＊不明な点のお問い合わせは、保健福祉課　電話　35-3090 までお願いします。

旭川市での人間ドック受診について

　幌加内町に住所を有する 35 歳以上の方を対象に、人間ドック費用の一部を助成しております。

【助 成 額】　人間ドック受診料のうち 20,000 円を限度に助成します。
※助成は年度内（Ｈ 29 年 4 月～Ｈ 30 年 3 月末まで）に受診した分の 1 回のみ

です。
※各種の健康保険から人間ドック受診に係る費用負担を受けた場合は、これを差し

引いた額になります。費用負担額について不明な場合は、受診先の医療機関等に
確認させていただく場合もございますので、ご了承ください。

【申請方法】　人間ドックを受診した際に、一度医療機関で支払いをしていただいてから、役場の
窓口で払い戻しの申請をする必要があります。

（必要書類）
　① 人間ドックにかかった費用の領収書
　② 各種健康保険から人間ドックに係る助成を
　　 受けた場合には、助成額がわかる証明書
　③ 人間ドック健診データの写し
　④ 印鑑
　⑤ 振込先の金融機関がわかる書類（通帳等）

（申請窓口）
　① 幌加内町国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者の方
　 　　　　　　→　役　場　住　民　課　　　電話　35-2124
　② ①以外の方→　アルク　保健福祉課　　　電話　35-3090

人間ドック受診助成事業

平成29年度の申請についての注意
平成30年3月末までに受診された方は、平成30年4月13日（金）までに忘れず
に申請してください。

町で実施する健診
（集団検診、送迎
バス健診）を受け
られた場合は、人
間ドック助成は利
用できませんので
ご注意ください。
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相　談　時　間

毎日　夜７時から翌朝８時まで

北海道小児救急電話相談
お子さんが急な病気やケガで困ったとき電話してください

高齢者本人と家族を支援します

「もしかしたら」と思ったら迷わず相談を

◆相談・通報は幌加内町地域包括支援センター（アルク内）へ
電話　３５－３０９０

　高齢者虐待は、高齢者の「人としての尊厳」を傷つける行為です。
　高齢者のなかには、虐待を受けていても声をあげられないでいる人がいます。また、虐待し
ている家族などにその自覚がないことも少なくありません。
このような場合は第三者が介入し、高齢者本人やその家族など双方に適切な支援をして、虐待
にいたる悪循環をとめることが必要です。

　高齢者本人や家族だけでなく、地域の人たちも「もしかしたら虐待かも」と思ったら、迷わ
ず地域包括支援センターに相談・通報しましょう。次のようなサインが見られたら、虐待など
高齢者の尊厳がおびやかされている危険があります。

■体に小さな傷やあざなどがある。
■急におびえたり、おそろしがったりする

ことがある。
■高齢者の住居や部屋がきわめて非衛生的

になっている。
■衣服や下着、寝具などが汚れたままに

なっている。
■高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊

していたりする姿が見られる。

■自宅から家族などの怒鳴り声や、物が投
げられる音などが聞こえる。

■高齢者に対して冷淡な態度や無関心な態
度が見られる。

■高齢者の世話や介護に対する拒否的な発
言がしばしばある。

■高齢者の健康や病気に関心がなく、医師
への受診や入院を拒否する。

◆相談対象者◆
北海道内に在住又は滞在している子どもの保護者等
◆相談の例◆
　転んだ、頭をぶつけた・・・・どうしよう？
　熱が出た・・何℃まで様子を見たらいいのかな？
　すぐに医療機関を受診させた方がいいのかな？

※電話相談は家庭での一般的対処に関する助言・アドバイスであり、電話による診断・治療はでき
ませんのであらかじめご了承ください。

●小児科医の支援体制のもとに看護師が相談に応じます（午後７時から午後１１時までは道内の小
児科医・看護師が対応し、午後１１時から翌朝の午前８時まではコールセンター（道外の小児科
医・看護師）で相談に応じます）。

北海道小児救急電話相談

『虐待』から高齢者の心身と尊厳を守ります

電　話　番　号

０１１-２３２-１
いーこきゅうきゅう

５９９ 　または　＃ ８ ０ ０ ０ （短縮ダイヤル）
※ＩＰ電話、ひかり電話及びＰＨＳからはつながりません。

＜本人の様子からのサイン＞ ＜家族など養護者の様子からのサイン＞
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　平成 29 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付が始まります。
　確定申告をされる方は、申告書作成の準備をお願いいたします。
受付期間：２月 16 日（金）～３月 15 日（木）
○所得税及び復興特別所得税の確定申告とは
　毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に生じたすべて
の所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算し、申告期限
までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で
納めた税金などの過不足を清算する手続きです。
○申告書は国税庁ホームページで作成できます。
　国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」でご自宅のパソコン等から申告書を作成す
ることが出来ます。（期間中は 24 時間いつでも利用でき、税務署に行く手間がかかりません！）　　　　　
■　　　　　　　　　
　作成した申告書は、e-TAX で送信できるほか、印刷して郵送等により提出することも可能です。
○確定申告書等の提出の際はマイナンバーの記載が必要です！
　申告者本人及び控除対象配偶者・扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。
　また、申告者本人の「本人確認書類の提示」又は「写しの添付」が必要です。
※本人確認書類
　・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけで本人確認が可能です。
　・マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類「通知カード」、「住民票の写し（マイ

ナンバーの記載があるものに限る）」のいずれか 1 つと、身元確認書類「記載したマイナンバー
の持ち主であることを確認できる書類（運転免許証・パスポート・身体障害者手帳等）」など
のいずれか 1 つが必要です。

○医療費控除は領収書が提出不要となりました。
　平成 29 年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合、領収書の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要となりました。（詳しくは、国税庁ホームページ「平成 29 年分確定申告
医療費控除の提出書類の簡略化について」をご確認ください。）

【夜間窓口の開設について】
　下記の日程で開設致しますので、
是非ご利用ください。

日にち 開設時間 場　所

3月7日（水）
3月8日（木）午後8時まで

役場総務課
税務係
「窓口」

日にち 開設時間 場　所

2月27日（火）午前10時から午後　3時まで
朱鞠内コミュニティ
センター

2月28日（水）午前11時から午後　2時まで
母子里コミュニティ
センター

3月1日（木） 午前10時から午後　2時まで
政和コミュニティ
センター

【北部地区　確定申告相談会の実施について】
　下記の日程で実施致しますので、是非ご利用くだ
さい。

【確定申告書の作成はお早めに！】【確定申告書の作成はお早めに！】【確定申告書の作成はお早めに！】

郵送先：〒 078-8507　　「申告書等集中処理担当部署」宛
問い合わせ先：深川税務署（TEL0164-23-2191）
※なお、税務署の閉庁日（土・日・祝日等）は税務署での確定申告の受付は
　行っておりませんので、ご注意ください。

作成コーナー 検索
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平成３０年度幌加内町
奨学資金貸付制度の
ご案内

マイナンバーカードを
これから申込みされる方へ

～高等学校生徒下宿費等補助事業～

　幌加内町では、高等学校以上の学
校に入学又は在学し、奨学金を必要
とする生徒・学生に対して奨学資金
を貸与しています。（保護者が本町
に在住していることなどの資格要件
があります）
　平成３０年度からの貸与を希望さ
れる方は、申請書に必要書類を添付
のうえ、申込みしてください。
　申請書類等は教育委員会の窓口に
て配布いたします。
　なお、奨学生及び貸与額について
は、奨学資金審議会にて審査し決定
します。

【受付期間】　
平成３０年３月１日（木）

～４月２日（月）

【お問い合せ・申込み先】 
 教育委員会学務課学校教育係

個人番号カード交付申請書の送付用封筒について
○　お手元の送付用封筒の差出有効期間が切れている方へ

切手を貼らずに、そのままお使いいただけます。
左記参照。

「通知カード」及び「個人番号交付申請書」と一
緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の
送付用封筒（返信用封筒）については、差出有効
期間が平成２９年１０月４日になっている場合で
も、平成３１年５月３１日まで切手を貼らずに、
そのまま使用することができます。

○　封筒を捨ててしまった方、
　　無くした方もご安心下さい！！
　パソコンでネットを開ける環境がございましたら、マイナン
バーカード総合サイトを検索し、トピックス欄の封筒材料をダウ
ンロードし印刷することで作成ができます。
　上記の環境がない方は、役場住民課戸籍年金係の窓口でお渡し、
もしくは送付できますので、大変お手数ですがご連絡願います。

お問合せは　
役場住民課戸籍年金係

 35-2124 まで

えっ。もう捨てて
しまったよ～。
どうしよう～

あ～、よかった！

これで安心だね！！

　高等学校生徒が幌加内町外へ入学又は在学する保護者の経済的負担軽減を図り、修学機会を確保すること
を目的として、下宿等に係る費用の一部を助成いたします。（下宿とは、下宿・アパート・寮のことを言います。）
【助成対象者】
　町外の高等学校へ入学する者で下宿の費用を負担し生計を一にする親族

（生徒同士で居住している場合はどちらか一人の親族）
【補助金の額】
　下宿の費用が、月額３万円を超える場合に、生徒一人につき月額１万円を助成

（最大 12 万円／年を助成）
【対象外となる場合】
　1　下宿の費用が３万円に満たない場合
　2　下宿の入居が連続して１ヶ月に満たない場合
　3　下宿に親族が居住している場合
　4　生計を一つにする親族に公租公課を滞納している者がいる場合
　5　国、北海道、他の市町村から下宿費の費用に係る助成を受けている場合
【申請に必要なもの】
　印鑑、下宿の契約書の写し及び領収書等の写し、助成金の振込先が分かるもの
【留意事項】
　1　平成 30 年 3 月までに申請をお願いします。
　2　助成金のお支払いは、下宿費等の領収の確認後となります。
　3　高等専門学校及び特別支援学校高等部の対象者は、第３学年までとします。
【お問い合わせ先】
　幌加内町教育委員会　学務課　℡ 35-2177　まで
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森林の土地所有者届出制度
【制度の概要】
　「森林法」の改正により、平成 24 年 4 月 1 日から、「森林の土地を取得した時に届出をする」ことが必要に
なりました。これは、行政が森林所有者に対して助言をしたり、林業事業体が間伐等をする場合に、所有者に働
きかけて森林を集約化し効率を上げるために、森林の土地の所有者の把握を進める目的で設けられた制度です。

【届出対象者】
　個人、法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などで森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に
かかわらず届出が必要です。
　ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は対象外です。

【届出期間】
　森林の土地の所有者となった日から 90 日以内に、届出をしてください。

【提出書類】
　・森林の土地の所有者届出書
　・所有権を有することを証明することができる書類
　　（登記事項証明書（写し可）、土地売買契約書など）
　・土地の位置を示す図面

【お問合せ・申し込み】
　幌加内町役場産業課　林務係　0165-35-2122

屋根からの落氷雪事故防止などのお願い
　毎年、沿道建物等からの落氷雪による死傷事故が多く発生しています。皆さんも、冬期間の生活にはご苦労され
ていると思いますが、冬期の通行を円滑にし、事故を無くするため、特に、次のことに注意するようにお願いいたします。
◆落氷雪事故の発生が懸念されるような沿道建物等については、雪止めを設置するようにしてください。
◆既に雪止めが設置されている場合であっても、針金等の錆、老朽化等による破損が原因で落氷雪事故が発生

することもあるため、必ず点検し、破損等が発見された際は早急に修繕するようにしてください。
◆落氷雪事故は、気温がマイナス３からプラス３程度のときに発生しやすいという特徴があるため、早めに除雪

するとともに、除雪の際には、歩行者や遊んでいる子供等に十分注意するようにしてください。
◆落氷雪があった場合は、直ちに事故がないか確認するとともに、歩行者の通行の支障にならないように排除し

てください。
◆交通事故及び交通障害防止のため、屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないようにしてください。
◆軒下を通行するときは、屋根からの落氷雪に十分注意するようにしてください。
◆軒下や道路では、絶対に子供を遊ばせないようにしてください。
◆ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量でも危険であるため、早めに付着した氷雪の除去を行うよ

うにしてください。
　また、落氷雪の除去の際には、歩行者への十分な安全対策を行うようにしてください。

国道についてのお問合せ先
旭川開発建設部公物管理課 旭川市宮前1条3丁目3番15号 TEL0166-32-1498
旭川開発建設部旭川道路事務所 旭川市神楽1条6丁目 TEL0166-61-0136
旭川開発建設部士別道路事務所 士別市大通西15丁目3142番地31 TEL0165-23-3146
旭川開発建設部富良野道路事務所 富良野市字西扇山1番地 TEL0167-23-3171

北海道開発局　　各市町村　　北 海 道　　北海道警察
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こんなときには届出が必要です
　国民年金は、日本に住む 20歳以上 60 歳未満のすべての人が加入し
なければなりません。届出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変
わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少な
くなったり受け取れない場合もありますので必ず届出をしましょう。

◎第３号被保険者の届出
　第２号被保険者（厚生年金保険や共済組合に加入している方）に扶養されている20歳以上
60歳未満の配偶者は、第３号被保険者として国民年金に加入することになり、加入手続きは、
第2号被保険者の勤務先を経由して行うことになります。
　なお、国民年金保険料は、第２号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自
分で納める必要はありません。
※第３号被保険者に該当したときの届出以外に、第２号被保険者が転職や退職したとき、住所
に変更があったときにも届出が必要です。

届出が必要なとき 異動の内容 持参するもの 届　出　先
20歳になったとき
（厚生年金や共済年金加
入者を除く）

第１号被保険者となります。 ・印鑑
（本人自署の場合は不要）

住所地の市区町村

退職したとき
（厚生年金や共済年金加
入者の場合）

第２号被保険者から第１号
被保険者になります。
（第３号被保険者に該当する
場合を除く）

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳

住所地の市区町村

配偶者に扶養されていた
が、配偶者が厚生年金
や共済年金を辞めたとき

第３号被保険者から第１号
被保険者へ

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳

住所地の市区町村

こ　ん　な　と　き 被保険者種別 届出先
・配偶者である第２号被保険者が会社を退職したとき
・配偶者である第２号被保険者の扶養から外れたとき
・配偶者である第２号被保険者と離婚したとき
・配偶者である第２号被保険者が65歳になったとき

第3号→第1号 住所地の市町村

・本人（第３号被保険者）が就職して厚生年金や共済組合
　に加入したとき 第3号→第2号 勤務先

・配偶者である第２号被保険者の加入する被用者年金制度
　が変わったとき（例えば厚生年金から共済組合）

第3号→第3号
（種別は変わりませ
んが届出は必要）

第2号被保険者の
勤務先

・本人の住所が変わったとき 　　　　　　　 第2号被保険者の
勤務先
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●乳幼児・児童に関する行事
乳幼児健康診査 14日（水） 保健福祉総合センター 12：30～
子育て教室 22日（木） 農業活性化センター 10：00～11：30

乳幼児予防接種

６日（火）

町立幌加内診療所 15：00～16：30
13日（火）
20日（火）
27日（火）

●成人・老人に関する行事

老人健康相談

７日（水） 母子里老人クラブ 10：00～11：00
８日（木） 添牛内老人クラブ 10：00～11：00
９日（金） 幌加内老人クラブ 10：00～11：00
13日（火） 政和老人クラブ 10：00～11：00
28日（水） 朱鞠内老人クラブ 10：00～11：00

健　康
コラム
2018 高尿酸血症（痛風）について
　高尿酸血症は、通常は尿や便とともに排出される尿酸が、血液中に多
く溜まってしまった状態です。普段は無症状ですが、放置すると激痛を
ともなう「痛風発作」を引き起こします。今月の広報では「高尿酸血症」
についてお伝えします。

3

　細胞の新陳代謝が行われ、その過程で作られる物質の１
つがプリン体です。運動をした際に作られたり、食べ物か
ら体内に取り込まれるプリン体が最終的に肝臓で代謝され
るときの“燃えカス”として残るのが、尿酸です。

診断基準：
 尿酸値が 7.0mg/dl 以上

　高尿酸血症に加えて、糖尿病や高血圧、脂質異常症などを合併する
と、心筋梗塞や狭心症などを招くこともあります。大きな疾患につな
がる恐れのある病気です。尿酸値が気になっている方は、ぜひ改善に
向け上記のポイントを参考に取り組みましょう。

①体内で過剰に尿酸が作られる
②尿酸の排泄機能が低下する
＊肥満、プリン体の摂り過ぎ、水分不
足、ストレスが引き金となります。

第217回
「プリン体に注意」

・プリン体の多い食品に注意
肉類（特にレバーなどの肝）、魚
類（かつお、えび、あじ）、干物類
の食べすぎに注意が必要です。
・お酒の飲みすぎに注意
特に清酒、ビール、ワインの飲み
すぎに注意が必要です。
・水分をたっぷりとる
水分をとり、尿量を増やして尿酸
の排泄を促すことが大切です。

・適度な運動を
メタボの方、肥満の方は尿酸が
溜まりやすいといわれています。
・ストレス解消を
過度なストレスは、尿酸値を上
昇させる危険があります。
・尿をアルカリ化に
尿が酸性に傾くと尿酸は溶けにく
くなります。野菜や海草類をとっ
てアルカリ化することも大切です。

痛風結節、尿路結石、腎障害

○母子健康手帳および妊婦一般健康診査受診票の交付は、アルクで行って
おります。妊娠がわかりましたら、早めに交付を受けてください。また、
来所の前にアルクへご連絡いただけると交付がスムーズです。
○肝炎ウイルス検診を実施しています。対象者は、40歳以上の方で過去
に検診を受けられたことのない方です。検査を希望される方は、事前に
アルク保健師までご連絡ください。

尿　酸　と　は 高尿酸血症の原因とは？

診　断　基　準 正　常　に　保　つ　ポ　イ　ン　ト

主 な 合 併 症

182018.2



■ほろたちスキー場
２月・3月の営業日のご案内
　ほろたちスキー場では、２月26日（月）よりスキー場閉
鎖までの期間、毎週月・火・水・木曜日を休業日といたします。

【営業時間】9:00～16:00
　　　　　※積雪等の状況により変更する場合がございますので、
　　　　　　あらかじめご了承ください。

【営業日カレンダー】

【問 合 せ】ほろたちスキー場（TEL 0165-35-3410）

平成30年２月 平成30年３月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

印は営業日、 印は休業日です。

■おはなしにこにこ
【日　時】平成30年2月24日（土）

11:00～ 11:45
【会　場】生涯学習センター図書室

「おはなしコーナー」
【対　象】幼児、小学校1～4年生
【内　容】季節・行事をテーマとして絵本・紙芝居の読

み聞かせや、折り紙などを行います。皆様の
ご参加をお待ちしております。

 ◇今月のあたらしい本
・卑劣犯
 笹本稜平／著（光文社）
　生活安全部の現職警部補が
轢き殺された。轢いたのは上
司の車だが、事件の２日前に
盗難に遭っていたという。
「警察の警察」警務部監察係
の面々は内部犯を疑い調査を
はじめるが…

・道標　　今野敏／著
 （角川春樹事務所）
・バースデイ・ガール
 村上春樹／著（新潮社）
・すべての新聞は
 「偏って」いる
　ホンネと数字のメディア論
  荻上チキ／著（扶桑社）
・すっきりわかる
　　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
　　最強MAP＆攻略ワザ2018年版
 最教MAP＆攻略ワザ調査隊／著（扶桑社）

2018.219

参加募
集

◆　◆　◆　◆　◆　生涯学習カレンダー　◆　◆　◆　◆　◆

2月

10日㊏ スキー教室一般・幼児クラス ほろたちスキー場 10:00～
11日㊐ スキー教室一般・幼児クラス ほろたちスキー場 10:00～

15日㊍ チビッ子英語クラブ アトリエ
１年生　15:15～
２、３年生　16:00～

16日㊎ チビッ子英語クラブ アトリエ ４～６年生　15:40～
17日㊏ 世代間交流体験事業「農協青年部主管」 アグリ 10:00～
24日㊏ おはなしにこにこ 図書室 11:00～

3月

１日㊍ 幌加内高等学校卒業式

８日㊍ チビッ子英語クラブ アトリエ
１年生　15:15～
２、３年生　16:00～

９日㊎ チビッ子英語クラブ アトリエ ４～６年生　15:40～
13日㊋ 幌加内中学校卒業式

16日㊎ 幌加内小学校卒業式

24日㊏ おはなしにこにこ 図書室 11:00～
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ど
れ
だ
け
年
を
重
ね
て
も
「
言
葉
」
の
意
味
と
理
解
を
大

切
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
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時
代
と
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に
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わ
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」
も
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切
に
、「
本
物
の
正
し
い
言
葉
」

を
身
に
つ
け
た
い
も
の
で
す
ね
。（12月末現在）

世帯数 808世帯
（前月比2）

人　口 1,553人
（前月比4）

　　男 764人
　女 789人

今月の表紙 平成30年幌加内町成人式
　一生に一度の晴れの日、幌加内町成人式が１
月７日（日）に挙行されました。新成人代表の
加藤杏佳さんは、壇上で「４月からは社会人１
年生となる予定です。これから体験する職場の
環境や人間関係など、多くの不安はあります
が、常に前向きに、すべてが志しを遂げるため
の貴重な経験と受け止め、頑張っていきたいと
思います。」とこれからの社会人の決意を述べ
ていました。

せいわ温泉ルオント無料送迎バス

せいわ温泉ルオント
入浴料

大人500円→400円
子供250円→200円
平成30年3月31日まで有効

※有効期限内、何度でも利用可。
　他サービス券等の併用不可

✂

※クーポンは切り取り、ご提示願います。

✂

　日頃より、道の駅「森
と湖の里ほろかない」を
ご利用いただきありがと
うございます。道の駅で
は、町民の皆様に対して
毎月クーポンを発行する
ことといたしましたので、
ご利用いただきますよう
お願いいたします。

道の駅
クーポン

●お迎え時間
9：25 沼牛会館前
9：30 沼牛改善センター前
9：35 下幌加内会館前
9：40 沼牛駅前
9：50 平和会館前
10：00 歯科診療所前
10：01 交流プラザ前
10：03 幌加内小学校前
10：06 振興バス停前
10：10 上幌加内バス停前
10：20 せいわ温泉着

どなたでも
利用できます

●お送り時間
14：30 せいわ温泉出発～

　順次、お迎え場所へ

せいわ温泉ルオント無料送迎バスせいわ温泉ルオント無料送迎バス
毎週月曜・金曜日は無料送迎バスの日
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